
○雲仙市広告掲載基準 

平成２１年４月２３日 

告示第８８号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、雲仙市広告事業実施要綱（平成２０年雲仙市告示第１２号。以下「要

綱」という。）第４条第１項各号に定める広告掲載の基準について、主な判断基準を次

のとおり定めるものとする。 

（公共性・中立性） 

第２条 要綱第４条第１項第１号に規定する内容に該当する場合の主な例示は、次のとお

りとする。 

（１） 雲仙市が推奨していると誤解されるおそれがあるもの 

（条例等） 

第３条 要綱第４条第１項第２号に規定する内容に該当する場合の主な例示は、次のとお

りとする。 

（１） 不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第３５号）、医療法（昭和２

３年法律第２０５号）、介護保険法（平成９年法律第１２３号）、薬事法（昭和３５

年法律第１４５号）、柔道整復師法（昭和４５年法律第１９号）、公職選挙法（昭和

２７年法律第１００号）、旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）、特定商取引に関

する法律（昭和５１年法律第５７号）、各業界の公正競争規約等の商品、広告等に関

する法令、規約等に違反するもの又はそのおそれのあるもの 

（２） 市税の滞納がある者 

（公序良俗） 

第４条 要綱第４条第１項第３号に規定する内容に該当する場合の主な例示は、次のとお

りとする。 

（１） 公の秩序に反するもの 

ア 暴力又は犯罪行為を示唆又は誘発するような表現のもの 

イ 誹謗中傷又は不快な印象を与えるもの 

（２） 風紀上好ましくないもの 

ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

で風俗営業と規定されるもの及び風俗営業類似のもの 

イ 乱暴な表現、善良な風俗に反するような表現及びわいせつ性を連想させる表現の

もの 

（人権侵害） 

第５条 要綱第４条第１項第４号に規定する内容に該当する場合の主な例示は、次のとお

りとする。 

（１） 人種、信条、性別等に対する差別にあたるもの 

（２） 誹謗、中傷、排斥等により名誉を毀損するおそれがあるもの 

（３） 著作権、肖像権等の第３者の権利を侵害するおそれがあるもの 

（政治性・宗教性） 

第６条 要綱第４条第１項第５号に規定する内容に該当する場合の主な例示は、次のとお



りとする。 

（１） 政党等の講演会及び議員等が開催する政治性のあるもの 

（２） 寺社や宗教名義等を用いて行われる布教活動等の宗教性のあるもの 

（名刺広告） 

第７条 要綱第４条第１項第６号に規定する内容に該当する場合の主な例示は、次のとお

りとする。 

（１） 個人的な宣伝広告に関するもの 

（社会問題の主義主張） 

第８条 要綱第４条第１項第７号に規定する内容に該当する場合の主な例示は、次のとお

りとする。 

（１） 政治、経済、文化、社会その他の諸問題に関する意見、主義、問題提起等に関

するもの 

（不快・危害） 

第９条 要綱第４条第１項第８号に規定する内容に該当する場合の主な例示は、次のとお

りとする。 

（１） 非科学的又は迷信に類するもので、市民を惑わせ不安を与えるおそれのあるも

の 

（２） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）で

規定される暴力団、反社会的団体、特殊結社団体等に関するもの 

（美観風致） 

第１０条 要綱第４条第１項第９号に規定する内容に該当する場合の主な例示は、次のと

おりとする。 

（１） 景観に対して著しく違和感があるもの 

（２） 地域のルール及び慣習によって形成された景観及び文化にそぐわないもの 

（青少年保護及び健全育成・消費者保護） 

第１１条 要綱第４条第１項第１０号に規定する内容に該当する場合の主な例示は、次の

とおりとする。 

（１） 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの 

ア 水着姿、裸体姿等で広告内容に無関係で必然性がないもの 

イ 残酷な描写及びわいせつ性を連想させる表現のもの 

ウ たばこ及びギャンブルに関するもの 

エ 年齢等の制限及び一部規制の要件を明確に表示していないもの 

オ 飲酒を誘発するような表現のもの 

（２） 消費者保護の観点から適切でないもの 

ア 貸金業の規制等に関する法律（昭和５８年法律第３２号）で貸金業と規定される

もの 

イ 法律の定めがない医業類似行為に関するもの 

ウ 虚偽の表示、投機心及び射幸心をあおる表現、誇大な表現、有利及び優良と誤認

させる表現、説明不足により誤認するおそれがある表現、違法性のおそれがある商

取引、広告規制を回避するための脱法行為と疑われる表現等により消費者に被害を



与えるおそれのあるもの 

（その他） 

第１２条 要綱第４条第１項第１１号に規定する内容に該当する場合の主な例示は、次の

とおりとする。 

（１） 民事再生法（平成１１年法律第１２５号）及び会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）による再生又は更生手続中のもの 

（２） 責任の所在及び内容が不明確な表現のもの 

（３） ホームページ広告掲載のリンク先である広告掲載申込者のホームページの内容

について、審査を行える可能な範囲で当該広告掲載基準に抵触するもの 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

 


